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１ 制定理由 

 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号。以下「法」という。）第２３条の規定に  

よる土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出（以下「届出」と  

いう。）については、国土利用計画法施行規則（昭和４９年総理府令第７２号。以下  

「省令」という。）第２０条及び別記様式第３に規定する届出書により行われていますが、

令和７年４月１日に次の内容を含む省令の改正が行われ、同年７月１日から施行される

こととなりました。 

・届出書に記載する事項の変更 

・省令第２０条に規定する別記様式第３の廃止 

 改正された省令の施行後は、届出事項が変更されることに加え、届出書の様式が廃止

されることから、届出内容を明確にし、県内で統一された様式により届出を行うことが

できるようにするため、次のとおり「国土利用計画法第２３条の規定による届出の様式

を定める規則」を制定し、廃止前の別記様式第３に代わる届出書の様式を定めることと

します。 

 

２ 制定内容 

 以下の事項を届出事項とする届出書の様式を定めます。 

 なお、（１）から（６）までの事項は法により、（７）から（９）までの事項について

は省令により、それぞれ定められた事項となります。 

（１）土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その  

代表者の氏名 

（２）土地売買等の契約を締結した年月日 

（３）土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積 



（４）土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容 

（５）土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用 

目的 

（６）土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額等 

（７）権利取得者の国籍等 

（８）土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目及び利用の現況 

（９）土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に工作物等が存するときは、その区分

に応じ必要な事項 

（１０）前各号に定めるもののほか、届出の事務処理に必要な事項 

 

３ 施行期日（予定） 

  令和７年７月１日 


